
 令和5年秋開始接種が始まります

　9月20日以降、生後6か月以上のすべての方に対して、新型コロナのオミクロン株（XBB.1.5）に対応した１価ワ

クチン（XBB対応ワクチン）の接種を行います。接種費用は無料（公費負担）です。

コロナワクチンを一度も接種したことがない方 ▶ 初回接種を受ける必要があります

12歳以上 （１・２回目接種）

オミクロン株対応２価ワクチン

（８月７日より）

6か月～4歳 （１・２・３回目接種）

初回接種が済んでいる方 ▶ 追加接種が可能です

令和5年春開始接種 令和5年秋開始接種

６５歳以上

基礎疾患がある

医療従事者等

上記以外（健常な６５歳未満）

基礎疾患がある オミクロン株対応２価ワクチン

上記以外（健常な小児）

基礎疾患がある

上記以外（健常な乳幼児）

松浦市では、医療機関や高齢者施設等に入院・入所（入居）している方、および従事者を優先して9月20日以降に接

種を開始します。

一般の方の予約受付開始は10月2日（月）、接種開始は10月16日（月）です。

予約は、コールセンターおよびウェブサイトで行います。詳しくは、接種券に同封している案内をご覧ください。

予約が混み合わないよう、前回接種日から3か月経過を目安に9月21日（木）頃より順次発送いたします。

過去に送付した接種券一体型予診票を使用せずにお持ちの方は、発行対象にはなりません。

お手元にある接種券一体型予診票をご使用ください。紛失された方は再発行申請をお願いします。

９月２０日～令和６年３月３１日

XBB対応１価ワクチンを基本
（ファイザー社・モデルナ社）

年齢に応じた規定回数を接種

5月8日～9月19日まで ９月２０日～令和６年３月３１日
対象者

６か月～４歳

令和5年8月31日号

新型コロナワクチン接種について─VOL29─

XBB対応１価ワクチンを基本
（ファイザー社・モデルナ社）

一人１回接種

５～11歳 （１・２回目接種）

対象者

従来型ワクチン

従来型ワクチン

オミクロン株対応２価ワクチン
12歳以上

５～１１歳

5月8日～9月19日まで

接種対象外

接種対象外

接種対象外

松浦市からのお知らせ

令和５年度の今後の接種対象者について

令和5年秋開始接種券の発送について

令和5年秋開始接種の予約および接種開始日について

裏面もご覧ください



〈厚生労働省　令和5年秋開始接種　第1報より〉

　ワクチン接種に関する各お問い合わせ先　※番号をお確かめの上、お間違えのないようご注意願います。

接種手続等の一般的な問合せ（予約はできません）

月～金曜日　９時～１７時

副反応等の専門的な問合せ

２４時間（土日祝含む） 聴覚障害者向け

発熱などの症状があり、受診先に迷う場合

２４時間（土日祝含む） 聴覚障害者向け

接種券の発行等

月～金曜日　8時30分～17時15分

長崎県受診・相談センター

電話　0120-071-026　 FAX　03-4500-2416

松浦市役所健康ほけん課

電話　0956-72-1111

松浦市コールセンター

電話　095-821-4601

長崎県コロナワクチンコールセンター

電話　0120-764-060 FAX　0800-080-6976

〈日本における新型コロナウイルス変異株の変遷（イメージ）〉

〈オミクロン株の亜系統の移り変わり〉

令和5年秋以降、重症化リスクの高い高齢者等の方にはXBB対応ワクチンの接種をおすすめします。

若い方にも接種を受けていただけます。

◎ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です。

◎予防接種健康被害救済制度があります。

ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただい

たうえで、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。受ける方の同意なく、接種が

行われることはありません。

職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応をすることはあっては

なりません。

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあ

るものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。申請に必要となる手続きなどについ

ては、住民票がある市町村にご相談ください。


